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《
９
月
１
日
か
ら

福
祉
医
療
費
の
受
給
資
格
証
が
変
わ
り
ま
す
》

　　
受
給
資
格
証
の
更
新
に
あ
た
っ
て
は
所
得
制
限
が
あ
り

ま
す
の
で
、
本
人
や
保
護
者
、
扶
養
義
務
者
な
ど
の
前
年

中
の
所
得
に
基
づ
き
、
現
在
資
格
の
あ
る
人
の
受
給
資
格

を
見
直
し
ま
す
。

　

９
月
以
降
も
福
祉
医
療
費
受
給
資
格
の
あ
る
人
に
は
、

新
た
に
受
給
資
格
証（
青
色
）を
送
付
し
ま
す
。
県
内
の

医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す
る
と
き
は
、
健
康
保
険
証
と
併

せ
て
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
受
給
資
格
条
件
に
該
当
す
る
人
で
、
受
給
資
格
認
定
申

請
を
し
て
い
な
い
人
は
先
に
認
定
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
現
在
受
給
中
の
人
は
、
更
新
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
前
年
度
以
前
に
所
得
超
過
な
ど
で
受
給
資

　
格
証
が
交
付
さ
れ
て
い
な
い
人
は
改
め
て
手
続
き
が
必

　
要
で
す
。（
８
月
31
日
㈪
ま
で
に
申
請
を
す
る
と
、受
給

　
資
格
の
あ
る
人
に
は
９
月
１
日
か
ら
の
受
給
資
格
証
を

　
送
付
し
ま
す
。）

【
対
象
者
】

　
次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
で
、本
人
・
扶

養
義
務
者
な
ど
の
所
得
が
左
の
制
限
額
表
の
額
未
満
の
人

①
母
子
家
庭
で
養
育
さ
れ
て
い
る
18
歳
未
満
児
（
＊
４
）

　
と
そ
の
母

②
父
子
家
庭
で
養
育
さ
れ
て
い
る
18
歳
未
満
児
（
＊
４
）

　
と
そ
の
父

③
父
ま
た
は
母
の
い
な
い
18
歳
未
満
児（
＊
４
）と
そ
の

　
養
育
者

④
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い（
国
民
年
金
の
障
害
等
級

　

１
級
程
度
）
に
あ
る
18
歳
未
満
児
（
＊
４
）
と
そ
の

　
父
ま
た
は
母

【
助
成
対
象
医
療
費
】

○
償
還
払
い
（
＊
１
）

○
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
自
己
負
担
相
当
額
（
＊
２
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

○
健
康
保
険
証　
○
印
鑑

○
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

○
児
童
扶
養
手
当
証
書
ま
た
は
公
的
年
金
証
書
と
児

　
童
・
養
育
者
の
戸
籍
謄
本

○
本
人・扶
養
義
務
者
な
ど
の
課
税（
所
得
）証
明
書（
＊
３
）

一人親家庭等医療費所得制限額表
（万円）

扶養の
人数

本人の
所得額

児童の養育者、
配偶者・扶養義務
者の所得額

0人 192.0 236.0
1 人 230.0 274.0
2 人 268.0 312.0
3 人 306.0 350.0
4 人 344.0 388.0
5 人 382.0 426.0

【
問
い
合
わ
せ
】　
保
険
年
金
課　
☎
22
・
９
６
６
０　
℻  
26
・
０
１
５
１

障がい者医療費所得制限額表　　　（万円）

扶養の人数 本人の所得額 配偶者・扶養義務
者の所得額

0人 360.4 628.7
1 人 398.4 653.6
2 人 436.4 674.9
3 人 474.4 696.2
4 人 512.4 717.5
5 人 550.4 738.8

【
対
象
者
】

　
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
で
、
本
人
・
扶

養
義
務
者
な
ど
の
所
得
が
左
の
制
限
額
表
の
額
未
満
の
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
人

②
療
育
手
帳
Ａ
ま
た
は
Ｂ
を
お
持
ち
の
人

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
を
お
持

　
ち
の
人

【
助
成
対
象
医
療
費
】

○
償
還
払
い
（
＊
１
）

○
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
自
己
負
担
相
当
額
（
＊
２
）

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
人
は
、
入

　
院
以
外
の
医
療
費

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

○
健
康
保
険
証

○
印
鑑

○
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

○
身
体
障
害
者
手
帳・療
育

　
手
帳・精
神
障
害
者
保
健

　
福
祉
手
帳
の
う
ち
該
当
す

　
る
す
べ
て
の
手
帳

○
本
人
・
扶
養
義
務
者
な

　

ど
の
課
税（
所
得
）
証

　
明
書
（
＊
３
）

★
障
が
い
者
医
療

★
一
人
親
家
庭
等
医
療

福
祉
医
療
費　
受
給
資
格
証

福
祉
医
療
費
の
受
給
資
格
証
を

９
月
１
日
に
更
新
し
ま
す
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お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

◎
今
年
の
９
月
１
日
か
ら
中
学
生
の
入
院
費
・
通
院

　
費
を
助
成
し
ま
す

　

受
給
す
る
た
め
に
は
資
格
認
定
の
申
請
が
必
要
で

す
。
６
月
下
旬
に
申
請
書
な
ど
を
郵
送
し
て
い
ま
す

の
で
、
該
当
す
る
人
で
、
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
人

は
早
急
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

　

中
学
校
を
修
了
す
る
年
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

の
子
ど
も
で
、
保
護
者
の
所
得
が
下
の
制
限
額
表
の

額
未
満
の
人

【
助
成
対
象
医
療
費
】

○
償
還
払
い
（
＊
１
）

○
医
療
保
険
各
法
に
よ
る
自
己
負
担
相
当
額
（
＊
２
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

○
健
康
保
険
証（
子
ど
も
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
も
の
）

○
印
鑑

○
振
込
先
の
わ
か
る
も
の

○
保
護
者
の
課
税（
所
得
）証
明
書
（
＊
３
）

子ども医療費所得制限額表
（万円）

扶養の人数 保護者の所得額
0人 622.0
1 人 660.0
2 人 698.0
3 人 736.0
4 人 774.0
5 人 812.0

＊
１　
「
償
還
払
い
」
と
は
、
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で

　
　
　
一
旦
お
支
払
い
い
た
だ
き
、
後
で
助
成
額
が
戻
さ

　
　
　
れ
る
こ
と
で
す
。

＊
２　
助
成
金
額
は
、
保
険
適
用
と
な
る
窓
口
負
担
額
か

　
　
　
ら
、
高
額
療
養
費
・
公
費
負
担
金
・
附
加
給
付
金

　
　
　
を
除
い
た
金
額
。
ま
た
、
学
校
管
理
下
の
け
が
な

　
　
　
ど
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
保
険
の
適
用
分
は
除
き
ま
す
。

＊
３　
平
成
27
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所
が
伊
賀
市
以
外

　
　
　
の
場
合
の
み
必
要
で
す
。

＊
４　
「
18
歳
未
満
児
」
と
は
、
満
18
歳
の
誕
生
日
の
前

　
　
　
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
人
で
す
。

★
子
ど
も
医
療

芭蕉祭子ども合唱団参加者募集
◆ 第 69回芭蕉祭式典に俳聖殿前で『芭蕉さん』を歌ってみませんか

【芭蕉祭式典日時】
　10月 12日（月・祝）
　午前 10時～ 11時 45分（予定）
※出演時間：午前９時 30分から約 10分間です。
【式典開催場所】
　上野公園内俳聖殿前広場
【対象者】
　小学校３～６年生　　
※練習・式典に参加できる人
【募集人数】
　30人　※先着順

【曲　目】　『芭蕉さん』の斉唱
【練習日時】
　９月 19日㈯、10月 10日㈯
　いずれも午後１時 30分～３時

【練習場所】
　ハイトピア伊賀　５階多目的小研修室
【申込方法】
　電話・ファックス・Ｅメール
【申込先】
　文化交流課
　　bunka@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】文化交流課
　☎ 22-9621　℻   22-9694

♪

♪ ♪♪
♪


